
環境審議会廃棄物部会 議事録 

 
１ 日 時   平成１８年１２月１１日（月）１０：００～１２：００ 
 
２ 場 所   ひょうご女性交流館 ５０１会議室 
 
３ 出席者（委員） 盛岡 通    部会長      西村 多嘉子   委員 
          村岡 浩爾 委員       北野 美智子  委員 
          澤田 功  委員       赤井 俊子   委員 
          芝田 克明 委員（代理：中島 清一） 
          朝田 稔    副会長 
 
４ 議 題   兵庫県廃棄物処理計画案の改定について 
 
５ 配布資料 

・ 兵庫県環境審議会 廃棄物部会 次第 
・ 兵庫県環境審議会廃棄物部会 出席者名簿 
・ 可燃ごみ等の有料化実施状況について 
・ 一般廃棄物実績一覧 
・ 兵庫県廃棄物処理計画（改訂版）素案 

 
    
６ 議事内容 
【新城主幹】 

開会にあたりまして、嵐環境管理局長からご挨拶いたします。 
【嵐環境管理局長】 

年末のお忙しい中、委員の皆様におかれましては環境審議会廃棄物部会にご出席いただ

き、ありがとうございます。 
さて、本日の部会につきましては、前回に引き続きまして、廃棄物処理計画の改定につ

いてご審議いただきたいと思っております。去る１０月３０日に開催させていただきまし

た、第１回の部会で委員の皆様方に貴重な御意見を頂戴いたしまして、本日お配りしてい

ます処理計画の改訂素案に盛り込みました。また、盛岡委員長から御意見いただきました、

廃棄物処理についての県の考え方についても盛り込んだつもりでございます。 
 本日はこの素案についてご審議いただき、もしご了解いただければ、中間取りまとめと

して今後パブリックコメント募集の手続きに入り、処理計画の改定に向けて進めていきた



いと思っております。 
 県といたしましてはよりよい計画を策定したいと考えておりますので、ご忌憚のない御

意見を賜りたいとお願いしまして、簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。 
 
【新城主幹】 

それでは、議事に先立ちまして、委員の出席についてご報告申し上げます。本日は委員

１１名、特別委員１名に対しまして、７名の委員にご出席いただいております。過半数に

達しておりますので、兵庫県環境審議会条例第６条第５項で準用される第２条第５項の会

議成立要件を満たしておりますことを申し上げます。 
また、本日は朝日副会長にもご出席いただいておりますことをご報告申し上げます。 
なお、澤田委員におかれましては、この後別の公務のため退席予定でございます。途中

で退席なさることをご了承いただきたいと思います。 
（資料の確認） 
それでは、これより議事に入りたいと思います。これからの進行は盛岡部会長にお願い

します。 
 
【盛岡部会長】 

それでは、盛岡が進行を務めさせてさせていただきます。 
 前回１０月３０日の審議会で御意見をいただいて、処理計画に反映したということでご

ざいます。３０分程度でご説明いただいた後、１時間程度は十分にご議論いただけると思

っております。 
 当審議会は公開ということで運営しておりますので、傍聴を希望された方、写真撮影を

希望された方がいらっしゃる場合は、手続きを進めておきたいと思います。事務局、いか

がでしょうか。 
 
【新城主幹】 
 本日、傍聴を希望された方はいません。また、写真撮影を希望された方もいません。 
 
【盛岡部会長】 
 それでは、早速、処理計画の内容につきまして事務局の方からご説明をお願いしたいと

思います。 
 とくにアンダーラインが引いてあるということではありませんので、どの部分が私共が

御意見申し上げたことによって加えられたのかという点をご説明いただく過程で示してい

ただければありがたいと思います。 
 ざっとご覧いただきますと、資料編がかなりのページ数ございますが、第１章から第５

章までの目標の定め方、それから目標が明示されているかという点についてもご審議いた



だくことでございます。また、先般注文申し上げたのですが、県の施策として、全体して

みたときの位置づけがどうなっているかを明示しておく必要があるのではないか、という

こともございます。 
 もちろん、言葉の修正はパブコメ（パブリックコメント）から返ってきました後、それ

に対する対応策がとれると思います。たとえば、「有料化」という言葉については、これは

前回も審議があったと思いますが、かなり幅の広い概念でありますし、現実に存在するも

のは、あくまで指定袋と称されるもので対応されているところといわゆる粗大ごみについ

て一部料金負担。有料化という言葉にはとても届いているものではないと思うのですが、

括弧つきの「有料化」と理解したいと思います。このような言葉の問題についてはこれか

らもご審議いただけると思います。骨格的な部分については今日パブコメ（パブリックコ

メント）までに審議会としての見解を示しておきたいと思います。 
 
【河野補佐】 
（素案の説明） 
 
【盛岡部会長】 

それでは、ひとまずご説明いただきました。追加的な質疑応答の中で、加えて説明いた

だくことはあるかもしれませんが、ここで澤田委員に一言御意見を賜りたいと思います。 
 
【澤田委員】 
 私、兵庫県商工会連合会の専務です。河野補佐から非常にわかりやすい状況と右肩下が

り、課題等を聞かせていただきまして、とくにお願いしたいと思いますのは、３３ページ

にありますような５Ｒ推進体系等、非常にご苦労いただいておりますが、神戸商工会議所

とか高砂商工会議所とか三木商工会議所とか、各地区に経済団体があります。それは、よ

く考えてみれば、製造メーカーの一部であり、流通の一部であり、消費者の一部であり、

再生業者の一部でもあります。ごみというのは市町がどれだけごみに良い人材を配置し、

地域を巻き込むかという点が重要です。私共も責任がございますが、県下に６４の商工会

がありまして、北野会長は先頭に立って実績を積んでおりますが、女性だけに任せないで

関係団体にもやるようにご指導いただきたいと思います。４４ページ、４５ページに市町

との協働とか業者との協働とかありますが、おっしゃる通りでございまして私共も勉強不

足の点がありまして県下に３万２千ほどの会員がおりますが、たとえば今日のお話などを

女性部とか青年部の４百人規模の場に、盛岡先生にお時間をいただいて右肩下がりといっ

てもまだまだ全国平均には追いついていないのだという、県が既に環境学習課を設置して

いますが、正しいデータに基づく現状の認識と課題の理解を１人でも多くの県民に与える

ことができる場をつくっていただきたいし、また、我々もつくっていかなければならない

と思います。 



 経営者によりますが、ごみの段階まで目が届かない不誠実な事業をしている会員も見受

けられますので、こういうことを役員会で報告して事業者の立場からも勉強していきたい

と思っております。 
 
【盛岡部会長】 

ありがとうございました。 
それでは、各委員の方から御意見を頂戴したいと思います。 

 
【赤井委員】 
 たとえばグリーン購入の支援ということ、３１ページにあるのですが、連合会、婦人会、

消費者団体、それぞれ頑張っていますけれども、現在婦人会の会員は激減しておりまして、

その分、大小色々な団体ができております。そういうところへも、もっとはたらきかける

必要があると思います。ＮＰＯとかバイオマス関係の団体とか色々なところへ、バイオマ

スはバイオマスの団体だけへというのではなく、環境に非常に意識が高いので、あらゆる

団体へはたらきかけが必要であろうかと思います。 
 相生型は非常に良いなあと思ったのです。有料化はしなければならないことだと思いま

すが、ただお金を払うというやり方だけではなく、たとえば缶を捨てるのにお金がかかる

とします、それを決められた場所に持っていけば無料にするとか減額されるとか、お金で

解決するのではなく最終的に教育で解決する、人々の意識で解決するという形に持って行

っていただくという施策が必要でないかと思います。 
 木質エネルギーのことですけれども、田舎におりますと木質エネルギーを活用できない

かと常に思うのです。木質エネルギーを活用することで山が整備され、川や海もきれいに

なるという循環がはたらきます。そういった観点から、木質エネルギーを活用する必要が

あると思います。 
 
【盛岡部会長】 
 赤井委員の御意見は若干のご質問を含んでいるように思います。 
 よく、行政、事業者、県民の連携ということが言われます。ことに、事業者団体という

のは、非常にたくさんの形態や機能がございますので、各種の有り様に応じたきめ細かな

施策が十分に描ききれてないのではないでしょうか。事業者の側からは澤田委員から県下

の多様な諸団体へのはたらきかけを進めていくべきというお話、赤井委員からはＮＰＯの

立場で、県民にはいろんな顔、アクションがありますので、廃棄物の処理ということから

みるだけではない施策の方針がまだ準備が十分ではないのではないか。その点はお答えい

ただきたいと思います。 
 木質エネルギーについてですが、広義の意味の循環と廃棄物処理との間にギャップとい

うか捉え方の違いがあります。どうしても廃棄物処理計画と称するものは、行政行為のな



かの処理が手厚く記述されます。循環型社会構築となると、自然エネルギー、バイオマス

利用等、非常に本格的な対処法、県の他の部局の施策とすれば、未利用バイオマスの利活

用の支援、３８ページにあるように、非常に軽く書かれている。この点は、当計画が、兵

庫循環社会ビジョンを受けて展開されているのですが、当然受けきることはできない。そ

の受けきれないものは、兵庫循環社会ビジョンはどう具体化していくのか。別のところで

具体化を図っていくという図式が欠けているなあと思います。そういう理解の仕方もでき

るのですが、私としては廃棄物処理計画は法定計画でありますから、できるだけ幅広く取

り込んだ県としてのアクションであってほしいと。その辺りを事務局としてはどうされま

すか、ということで２点御意見を伺いたいと思います。 
 
【寺谷課長】 
 まず、最初のさらにきめ細かな団体に対する計画の内容というのは、まさしくおっしゃ

る通りで、身近な団体だけに重ねて無理をお願いするようなこともありまして、その辺り

はおっしゃる通りでありますので、もっと裾野を広げていくことが大事かと思います。い

ただいた御意見は実際の実行にあたって頭の中に焼きつけてやっていきたいと思います。 
 木質系のリサイクルでは、海の方まで良い影響を与えるということは、我々は森・川・

海の事業を推進している局におりますので、よく理解しております。この計画の中にも、

１６ページを開いていただきまして、前回の審議会のなかでご説明させていただいた部分

なのですが、１６ページの表の真ん中の枠にバイオマスの利用に関する記述をしておりま

して、一番右側の評価・課題等のところで、「木質エネルギーの有効利用が進んでいない」

という認識を示しております。したがいまして、今後木質エネルギーの利用、とくに今石

油価格が高騰しておりまして、産廃の木くずチップの受け入れ先がないという状況でした

が、石油価格が上がったお陰で、チップが製紙工場やセメント工場にあまり高くはないが、

廃棄物から有価に少なくとも運送代が出るくらいの値段では流通しかけた、という我々廃

棄物サイドからは嬉しい状況でもあります。それだけではなく貴重な資源だと思いますの

で、どんどん進むように知恵を絞っていきたいと思います。 
 
【盛岡部会長】 
 はい、県としての姿勢について御意見を伺ったこととします。 
北野委員、どうぞ。 
 
【北野委員】 
 以前から思っていたのですが、市町に対する啓発が緩いのではないでしょうか。県は自

治体にもっと積極的に、何も高圧的に言う必要はありませんが、責任を持って同じ立場で

ものを見、同じ立場で行動してくれるような態勢をとらないと意味がないと思います。高

砂市のレベルが低いのかもしれませんが、ごみ減量化推進副委員長をやっているのですが、



そこでの報告ではリサイクルについての報告しかないのです。私は毎年何度も生ごみはど

うなっているのか、生ごみの量の増減はどうなのかということを言って初めて、実態の表

を出してくるような状況なのです。高砂市だけがそうなのかと思っていましても、神戸市

の状況を見せてもらっていますと、おそらく神戸市もごみに対する危機感を痛切に感じて

いないのではないかと。自治体は県が思うほどに深刻に取り組んでいないのではないかと

感じます。 
 高砂市では最近分別もよくなって、びんの日とペットボトルの日がバッティングするよ

うな日があって、非常識な人がびんとペットボトルを一緒に捨てていますと市の職員が分

けたりしておりますから、職員は積極的にやってくれているのですが、こういうことにつ

いても１人１人への教育が必要だと思います。これはごみを出す際のマナーというよりも

義務であると考えるような環境教育を市民に指導するよう、県は胸を張って言うような姿

勢で持っていかないと未だに生ぬるいような気がします。 
 
【盛岡部会長】 
 県下の市町に対する連携指導のあり方という点で、従来より改定で進む点はどこなのか、

それでも不十分なのではないかという御意見です。まず、前回に比べて進む点はどこなの

かをご説明いただいて、それで十分かどうかという議論を次にお願いしたいと思います。 
 
【寺谷課長】  
 一番痛いところを突かれました。従来の廃棄物処理計画では、各市町の固有名詞は一切

入っておりません。というのは、県が市町に遠慮して、あの市町は良い、この市町は悪い

というようなことをオープンにすることを避けています。そのため、漠然と全体的に進ん

でいないなという分析でした。これであれば、会長が言われるように進まないと思いまし

て、今回からはオープンにして良い市町も悪い市町も公開して、皆に知ってもらって、様々

なところで悪い市町を叱咤激励できるような形にしたいなと考えました。 
お手元の資料の５０ページをお開きいただきますと、容器包装の分別回収に係る一覧表

を市町ごとに載せております。見ていただいてわかりますように、黒い部分が未実施の市

町です。たとえば、佐用町は一番悪いよ、という風にすぐにわかります。佐用町は頑張っ

てもらわなければいけないということで、もっとレベルを上げてもらう。このように、底

辺の市町は頑張ってくださいよ、というのが一つです。 
 もう一つお手元に別紙としてお配りしています、盛岡先生からの指示があったので整理

してきたのですが、県内の市町におけるごみの有料化の実施状況で、指定袋で収入がある

分と単に変なものが混ざらないようにするための指定袋、それから粗大ごみの有料化につ

いての○×です。このような表も今日は別紙で付けておりますが、私は場合によってはこ

れも本文に入れて公表することで、遅れているところは恥ずかしいなと思ってもらってワ

ンランクアップしてもらう、ということを期待したいと思います。 



 一番大きな問題は、ごみ問題は担当レベルや課長、部長は何とかしないといけないと認

識されているのですが、残念なことにトップあるいはナンバー２に有料化したいと言うと

行政の方針で止められていたために遅れている。唯一、メリットというわけではないので

すが、各自治体共に財政状況が悪くなっている。下水道やし尿等公共料金を徴収している

が、ごみだけが無料である。２２年の中間年度を目標に市町をくどく手段を考えながら、

１００％にもっていきたいなと思っています。 
 
【嵐局長】 
 私も去年まで環境整備課長をしていました。ごみの処理費を公表するよう課長時代から

言ってきたのですが、なかなかしてくれません。３年やってきたのですが、公表している

のは一部の市町だけです。市民１人あたり処理経費がどれだけかかっているのかというこ

とが市民の方にわかってもらえる資料がなかなか出てこなかったのです。今回ずいぶん言

いまして、９ページの上に県民１人あたり１２,３１３円かかっているのだということを今

回の改定で加えました。ごみはただではないということを市民の皆様にわかっていただく

ということが非常に大事なのではないかと思います。この処理費を増やすのも減らすのも 
市民で、市民が有料化が嫌であればこの数字を減らそうと思います。そういう意味でこの

数字は原点といえると思います。この数字が出てきたことは、今回の改定の特徴ではない

かと思います。 
  
【盛岡部会長】 
 ありがとうございます。 
 非常に積極的にごみを削減するためには意識を変えないといけない。もちろん、削減す

るということの中には環境のことを考えて削減するというのが一番高いレベルのことなの

ですが、ただでいくらでも出せるという状況については一定の対応を取る必要があると思

われますから、括弧つきの「有料化」が進められることは非常にありがたいことだと私は

思っているのです。しかし、慎重に情報提供しないと、この部分だけを取り上げて、低所

得の方にとっては大きな打撃になるということをコメントでおっしゃる方も増えると思い

ます。これまで、パブコメ（パブリックコメント）を求めた際に返ってきているコメント

を見ますと、そういうことが予想される時に、たとえば１０ページの県民負担料金（１世

帯あたり）という計算の仕方が、指定袋の使用枚数が１５０枚／年・世帯というように、

仮説的な部分を織り込んで出しています。他方、左側は平均処理費用で、実は行政上非常

に難しい計算過程の中で算出されています。これらをストレートに結びつけて、５分の１

くらい負担してもらっていますよ、というのは直感的に合っているのかなと心配します。 
 ただし、よくこういうことを議論すると、それではこういう情報は出さない方がいいと

なるのが従来の行政の姿勢だったのですが、そうではなくて出すことは非常に良いと私は

思います。問題はそういうことに対するきちんとした計算の根拠をお持ちになっておられ



ることが大事だと思います。計画の根拠はこれだけのペーパーですから、ここに書くべき

かどうかという点では必ずしも書くべきだとは私は思いません。しかし、パブコメ（パブ

リックコメント）が出てきた時には答えられるような自分たちの姿勢を是非持っていただ

きたいと思います。たとえば、関西ではあまり進んでいなかったこともあって指定袋を入

れる際に多くのところで経験されているのは、最低利用については指定袋は無料である。

そこから増量した分については一定の料金を負担してもらう。このような閾値型というの

ですかね、こういうカーブをとっている、そのカーブをとった以降の１枚あたりの料金を

代入しますと、低所得者にとっても逆進課税に対する対応策を取っているということにな

ります。批判されるでしょうから、きちんと調べられて論理的な対応をとられることを進

めたいと思います。 
 この平均処理費用の中には建設費用をどれだけみているかというと、みていないでしょ

う。 
 
【河野補佐】 
みておりません。 
 
【盛岡部会長】 
 ですから、収集運搬の部分だけのカウントなのです。建設費用がダイオキシン対策のこ

とを考えたらわかるように、多額の費用をかけて世界に誇る削減を実行した。コストパフ

ォーマンスはどうなのだろうというのは学者の中ではずいぶん意見があるのですが、それ

はさておき、多額の建設費用は国民全体として負担している。旧厚生省、今の環境省の２

分の１補助という話もありますよね。これは誰が負担しているのか。また議論のあるとこ

ろです。実は費用はまだあるのに、５分の１負担させられているという情報だけがぱっと

出てしまう。危ない。これについては絶対に意見が出てきます。意見が出てきたらきちん

と答えられるようにしておいてくださいということです。 
 今の関係で言いますと、県の方で市町を集めて県としてはこうなのだという何らかの意

見交換をする場は、３１ページに書いておられるように、ステップ１ 県市町廃棄物処理協

議会。それ以前の段階ですと、有料化検討会。名前が処理協議会に変わりまして、有料化

だけではなく色々なことを話せる可能性を持った協議会。こういうものは、今まではどの

ようなものがあったのでしょうか。逆に、こういうものを機能させるとしたら有料化以外

のことも検討されるということで、幅広い名称を付けたのでしょうか。 
 
【河野補佐】 
 今までこういった県が事務局となっての協議の組織はございませんでした。ただ、地域

別の５Ｒ生活推進会議の中で各界の代表者の方が集まった中での行政連絡協議会がござい

ましたけれども、行政の中での議論ということで５Ｒ推進会議の中での議論に限定された



ものでした。今回、有料化やごみの分別の徹底、さらに事業系一廃への対応等、幅広いも

のを議論する土俵が必要であるということで、このような組織をつくりたいと考えていま

す。従来でしたら、単なる市町、それも市部の県都清という組織があったのですが、これ

はあくまでも情報連絡とか横のつながりという会議でございまして、県もオブザーバー的

にお話を伺うという部分もあるので、そういった組織では難しい。したがって、こういっ

たものをつくりたいと考えております。 
 
【盛岡部会長】 
 ありがとうございました。 

これが４４ページのところの県市町廃棄物処理協議会ということで、ごみ分別ルールの

統一化、ごみ処理手数料の有料化等、様々の県市連携の要になるべく創設しますと。非常

に強いメッセージだと私は思っております。従来は無かったと。これをきちんと進めてい

くことが計画の推進態勢にとって非常に重要であると理解しています。 
 もう一点私の方からお願いしたいと思っていましたのが、今回の目標の設定ということ

で、たとえば１２ページ辺りですと、再利用率、全国値に対して現在県で進めている再生

利用率が上がってきたとはいえ、約７ポイントの遅れがある、という議論です。今回様々

の廃棄物発生量、再利用率についても新たに１０年計画で設定します。これでいきました

ときに、全国の平均と称せられる国レベルのインセンティブに対してまたビハインドにな

る。だから、前を追いかけようとしたら前がまた先を走っているという可能性があるので

はないか、ということについてはどのように情報を集め、なおかつ、そういうことに対し

てはきちんとキャッチアップし、全国の中でも良いポジションに行くというのが、今回の

目標である、ということはどこを読めばわかりますか。よろしくお願いします。厳しく言

っていますが、これはパブコメ（パブリックコメント）で出てきますからね。 
 
【寺谷課長】 
 自分のところの将来の絵は描けていて、また他府県との比較もしておりますが、他府県

の動きがわかりませんので、今比較しておりますのは他府県が現状のまま推移して兵庫県

が伸びた場合にどうなるのだ、ということしか残念ながらやっておりません。この計画通

り進めば、他府県が進まないという前提で、ワースト５のところがベスト５にはいけるの

ではないかという程度でしか、全国レベルでは準備できていないという現状です。 
 
【盛岡部会長】 
 ここでご発言があるようです。 
 
【築谷主幹】 
 とくに１２ページの産廃の再生利用率なのですが、１２ページの下に表の２－１０減量



化率の比較ということで全国と兵庫県の比較を出しております。兵庫県の場合は、下水道、

生活排水対策で急いで普及を進めたということもありまして、下水道汚泥の比率がけっこ

うありまして、これによって減量化率が非常に高くなっている。ということからいけば、

逆に再生利用できるものが他の府県に比べるとベースが別なのだという、７ポイントくら

いの差はあるのだという中で、産廃の全国ベースの５０％を目指すというのは高い目標設

定になるのかなと。厳しさもありながらこれぐらいまでもっていこうかということで考え

ている部分もございますので、その辺りも勘案いただければと思います。 
 
【盛岡部会長】 

わかりました。 
下水道の施策等につきましては別のところにもお書きでありますが、減量化と再資源化

の違い、あるいは再資源化率を上げていくために下水道施策としてどのようにされるかと

いうのは下水道の方がイニシアティブを取られると思うのですが、この計画そのものがそ

ういうものと連携し、場合によっては互いに励ますものであってほしいと思います。それ

はメッセージとしてどこかにあった方がよいと思います。 
 
【寺谷課長】 
 私が先ほど言ったことなのですが、一般廃棄物と誤解しておりました。ですから、先ほ

どの私の発言は削除させていただきたいと思います。 
 
【盛岡部会長】 
 いえいえ、一般廃棄物の方もそうでございますので、全体的に達成度を上げていくとい

うときに一方では全国レベルと比べて遅れをとっている部分があるというのは事実ですか

ら、そこのところをどうされますかということに意識を置いた掲示の仕方を心がけていた

だければと思います。 
 それでは、各委員さんから御意見いただきたいと思います。 
 
【西村委員】 
 １６ページの表と、それから４４ページ 第５章との関連で感じたのですが、まず、１６

ページの方は各施策に対する評価一覧ということで、評価・課題等という辺りはここでき

ちんと原因のところをはっきりと、今日はかなり発表いただいて表面に出ている市町でこ

ういう状況ですという可燃ごみの表が出ていますけれども、各個別品目のリサイクルの状

況も後ろで出ているのですが、課題という部分が原因との関連で突っ込みが足りないので

はないかということを全体に感じます。この計画の進んでいる部分はもちろんあるのです

が、評価・課題等のところで「進んでいない」という言葉が挙がっています。進んでいる

ということはあまり挙げていないのだと思いますが、進んでいないという原因が明確にま



とめてどこかに、それぞれの項目のところに一番に挙げていただきたい。そこから、４４

ページの計画の推進につながると思うのです。教科書的で恐縮ですが、評価して、問題を

発見して、その問題は何が原因なのだろうかという辺りがきちんと押さえられて、５章の 
計画の推進のための体制が立てられる、進行管理がされるという流れだろうと思うのです

が、計画の推進のところで、役所の仕事はこういうことです、進めます、進行管理及び関

係各課との連絡調整を行います、ということで。はっきりとした原因をもっとリアルに書

いていただけたらと思うのです。 
 今日は市町村の表で表に出てきている現状はわかったのですが、その辺りから全体とし

て消化不良の感じが出てくるのですね。ですから、項目ごとの原因をわかる範囲で、事業

者の原因はここなのだとか、では有料化すればそれが本当に解決するのかとか、一つ一つ

の問題がまた出てくると思います。質問の仕方が不明確かもわかりませんが、そういう印

象を全体に感じました。 
  
【盛岡部会長】 
 いかがでしょうか。 
 それぞれの課題に対応する施策、方向性は出ているのか出ていないのか。出ていない部

分があるのではないか。見ていきますと、一般廃棄物については県の役割と市町の役割と

いうのがそれぞれございますので、市と連携してやるのだと、それから県の方では市の施

策の比較が可能な情報を出すのだというのは非常に明確な施策です。推進のための協議会

もつくりますよと。あるいは事業系に関しては私の方で指示いたしましたように大阪市等

の大量に出される事業者への指導は、他にも良い事例がありますからよく学んでください

と申し上げました。それについては、対応しましょうということです。 
他方、都市と農村との連携ということについては、バイオマス総合事業計画があります。

農のゼロエミッションもございます。バイオマスエコモデル登録制度も進んできています

と。 
しかし、木質エネルギーの有効利用は進んでいません。ここの部分は、木質エネルギー

の有効利用という点では、主として農林部局の大きな役割だとは思うのですね。あえて皆

様方のお立場から言うと、そういう部分が木質エネルギーの有効利用で連携しながら進め

ることができるでしょうか。ここのところが尻切れとんぼというところですね。 
その後の民間リサイクル事業はまだ不十分と書いてある。これはどうするのですか。そ

れでエコタウン協議会との連携で事業化の支援を行いますということが、どこかにもう一

度載っていましたかね。それだけで十分かどうか。 
 容器包装は分別収集が遅れている市町への情報提供をしました。しかし、これを現実に

しようと思うと集団回収を強化するか、市町が回収した分別収集の中で資源化率を上げて

いくというスタンスを市と連携して行うとそのときには県の役割はどういうところにある

のか、この辺りがポイントになると思います。 



 不法投棄については、不法投棄回収なり、あるいは責任追及を含めて対応しますという

ことで、明示されているかと思います。 
 建設廃棄物については、「中間処理の受け皿の整備」。この受け皿は何かというのが、は

っきりしないのですね。一部に木くずのチップ化ができて、製紙・セメントに入っていま

すと。木質系という点では建設廃棄物も一部合流するかもしれませんけれども、同じ木く

ずであっても建設廃棄物の場合は上の部分と下の部分では受け手として相当対応策が変わ

ってきます。その辺はどうされるかということについても、何か良い知恵はないか。 
遅れている食品系は全国的に大変なのですが、県でもバイオマス総合事業計画の中で取

り上げています。 
 それから、廃自動車。これはちょっとわかりにくいですね。どういうような課題なのか。

課題もよくわからない。「許可等の状況」とありますが、数値を挙げていって施策が進んで

いるという意味なのか。どういう意味で書いたのか。記述の仕方が曖昧です。 
 下水道の有効利用では、「埋立処分が５～６割あるため、資源化をさらに進めていく必要

がある」。これはどういう方向に資源化を進めていくのでしょうか。溶融してスラグで資源

化をするのか、何にするのか。下水道部局と連携しないといけませんので、そこが十分書

ききれていないように思います。 
 等々、この後ろは事業者の自主的な取り組みの推進ですので全部言いませんが、まだま

だ課題に対する施策対応がとれているところと、とれていないところとがあります。一覧

表は手元にはお持ちなのですか。 
 
【寺谷課長】 
 いまご指摘いただいた部分を施策展開の具体化をしようということで取りまとめたのが、

３０ページ、第４章 計画推進のための施策というところです。先ほどの課題を抽出してそ

の中でやっていこうというところを、３０ページから４２ページに掲げております。 
 
【盛岡部会長】 
 この中に入っているということですね。 
 
【寺谷課長】 
 ただ、今ご指摘のあったようなところできっちりと課題に対する施策がついていってい

ない部分もあろうかと思いますが、これをもう一度再チェックしていきたいと思っており

ます。 
 
【盛岡部会長】 
 私は、この計画は各部局の施策の関係もあるので１０年先までの各部局関連施策を現時

点ですべて書き出すというのは、非常に難しい。５年で見直すということは、言い換えま



すと、見直しの時期までには各部局の方で施策をさらに展開しないといけない。あるいは、

市民、事業者の自主的な行動で展開された場合はそれを織り込んで改定していくというこ

とだと思うのですね。それはそれでよいと思うのですが、たとえば具体的な例でいいます

と、レジ袋の問題はホットでなおかつ向こう５年ではなくて１年ぐらいのタイミングで何

か変わるかもしれないというようなことについては、少し書き出しをしておいた方が向こ

う４年の段階で処理計画には何も書いていなかった、一体あの時つくったのは何だったの

か、ということが言われない方がいいだろうと思います。そういう意味から、今現在進行

形のもので、向こう５年になればほぼ常識的に入ってくるかもしれないというようなこと

については、少し先取りをされるのがよいのではないでしょうか。その点も事務局の方で

十分検討の上、加筆できるものについてはしていただきたいと思います。 
 西村委員いかがですが。 
 
【西村委員】 
 はい、そういう方向でよろしいです。 
 
【盛岡部会長】 
 はい。それでは、朝日副会長。 
 
【朝日副会長】 
 先ほどごみ処理の価格、１世帯あたりいくらするのかで、施設の建設費が入っていない

というお話がありました。もう一度見ましたら、ごみ処理施設につきまして、資料のとこ

ろに１ページ書いてあるだけなのです。これは果たして県として足りているのか足りてい

ないのか。老朽化して使えないものがないのか。実は、川西と上郡の件を自然環境の方で

見させてもらっているのですが、両方とも反対が強いです。反対の理由は、特に地元の方

が、自分のところにつくられるのはかなわない、いるのはわかるがよそへ持って行ってく

れと。とくに川西の場合は大阪府まで引き受けるものですから、確か以前東京で杉並問題

があったと思います。自分の区ではつくってほしくない、ごみを出すだけ、ということも

ありますから処理施設の問題ももう少し入れてほしいと思います。ごみは出したら終わり

ではなくて、市町は集めて処理しなければならない。その責任は市なり町にあるのです。

その辺を市町をおだてるわけではないですが、市に頑張りなさいというのを入れた方がよ

いと思います。 
 もう１点、これは村岡先生がいらっしゃるわけですが、木質エネルギーの問題、バイオ

マスの問題が出ましたけれどもこれも同じことで、炭素の方だけ、エネルギーの方だけ見

ましたら結構なのですが、同時にＮやＰが流れ出るわけですね。これが大阪湾汚染の原因

になるわけですね。または、もっと狭いところですと小さなダムの赤潮の原因になるわけ

です。ですから、燃やしてしまえばいいというわけではないのです。その辺りの処理の問



題について何か記述があってもよいのではないかという気がいたします。 
 他にも色々あろうかと思いますが、専門が違いますもので。 
 
【盛岡部会長】 
 確かに一般廃棄物の方は、市町の行政上のいわば必要な事務ですのでこの点についての

ご議論は別のところでやっておられると思います。ただ、書き足りないのではないかとい

うことについてはいかがでしょうか。 
 
【寺谷課長】 
 まず、ごみ処理施設が足りているのかいないのかという話ですが、これは足りなかった

ら大変な話にあるので、排出されたものはリサイクルされるものを除いて適正処理をしな

ければならないというのが法の大前提です。ですから、足りているということを言い切ら

ざるを得ないと思います。ただ、老朽化して早急に更新しなければならないという施設は、

おっしゃいましたように、猪名川の方や西播磨の方であります。 
ダイオキシンの減少を図る意味から、県の方で広域化計画を立てて、もちろん環境省の

承認も得ていますが、できるだけ大規模なものをつくろうということで動いておりますの

で、それが住民からすれば、今先生がおっしゃったように、自分の市町だけのものであっ

たら何とか我慢できるが、広域化といって他の５市や１０市の分もなぜ持ってくるのかと

いう議論は反論としてあることは事実です。ただ、できるだけの説明責任を各市町あるい

は事務組合に果たすよう指導しています。しかし、どうも最後までご理解いただけない方

がおられて、トラブルになるということも現状ですので、この辺りは我々も引き続き、市

町あるいは事務組合の責任というだけではなくて場合によってはその間に我々も入って直

接対処するということもやっていきますし、今後もやっていくべきだと思います。 
 あと木質エネルギーの関係ですが、リサイクルを考えるのはよいけれども焼却によって

NOx が出てきて悪影響が出る、というお話でよろしいでしょうか。 
 
【朝日副会長】 
 NOx だけではなく水質の方の関係です。燃やせばそれでよいというのではなくて、何か

一言ほしいなと思いまして。 
 
【盛岡部会長】 
 それは誤解があるのではないかと思います。バイオマス利用計画は燃やせばよいという

ような計画にはなっていませんし、自然循環を考えていくとすれば、微生物が発生する過

程で様々な元素もきちんと安定的に循環するという前提のもとで、人間が利用する部分の

一部を今までは放置していたものをそうではなくてきちっとエネルギーなりにしていきま

しょう、という。自然循環を前提としながらやっていくのが、バイオマス利用計画の基本



だと私は考えています。 
 ですから、全部そうなのですが言葉だけを引っ張ってくるのでそこに一体何が書かれて

いるのかという精神とか狙いが書かれていないのです。私、一番懸念していますのは、第

３章のところに「前計画を引き継ぎ、『５Ｒの推進』、『適正処理の確保』を基本方針とする」

と書いてありますが、この書き方がすごくざついです。上位の概念として、なぜ私たちが

廃棄物の発生抑制を考え、そして発生したものについては可能な限り賢く再利用、再使用

していきましょう、その上で発生したものは適正な処理をしていきます。このメッセージ

がなくて、「５Ｒ推進」、「適正処理の確保」と言葉だけで書いてあるから何のことかわかり

ません。それと同じことがバイオマスについても言えます。なぜバイオマスを利用するの

か、私たちが化石燃料の代わりに使ってなおかつ自然を回復させていこうという高いメッ

セージを持っているのですよ、ということがなくて、バイオマス利用計画に基づき云々と

書くものですから市民の方はわからない。ですから、引用すればよいというものではなく

て、一番の真髄の部分を示さなければいけない。これは書き手の問題だと私は思うのです

が、是非きちっとメッセージを書いていただくようお願いします。  
 よろしいでしょうか。それでは、時間が超過しているのですが、できれば１１時半まで

にと思ったのですが、４５分くらいまでに終わるかと思います。それでは、事務局として

は骨子は変わらないとご判断なさいますか。たとえば、御意見を伺ってもう一度審議会を

開催するかどうか。村岡先生いかがでしょうか。大きくご覧になると、文言の修正で済み

そうでしょうか。 
 
【村岡委員】 
 私は非常によくまとまっていると思います。もちろん小さな点で各委員の意見があると

思いますが、全体の長期計画、２７年までの計画としてはきちっと書いておられると思い

ますので、特段また集まってという必要はないように思います。 
 
【盛岡部会長】 
 ありがとうございます。朝日先生どうでしょうか。もしよろしければ、事務局としてお

つくりになられたものを各委員からご提案いただいた御意見を踏まえて修文上の修正につ

きましては事務局の修正を部会長である私が確認をする、という形でよろしいでしょうか。 
 
【朝日副会長】 
 結構でございます。 
 
【盛岡部会長】 
 それでは、このような形でパブリックコメントを受けるという重要な手続きがございま

すので、それに向かって原案をつくるということについては基本的には事務局の素案を軸



にしながら今日いただいた御意見でもって修文がきく分については部会長にご一任いただ

くという形で、パブリックコメントにかけさせていただくという手順を踏みたい。もちろ

ん、パブリックコメントに出す前にこういう形になりました、部会長確認をしております、

ということで各委員にはご通知、ご確認いただくということはさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
 そういう手続きをするということで、私共の審議会のパブリックコメント以前の役割は

終了したかと思います。 
 それでは、事務局にマイクをお渡しします。 
 
【寺谷課長】  
 今日は、先生方におきましては熱心なご討議、御意見をいただき、ありがとうございま

す。私共職員は一生懸命前回いただいた御意見を取りまとめ、不足の部分も加えまた私共

の方でチェックして繰り返しやってきました資料なのですが、さらに先生方の方からそれ

を上回る御意見をいただきまして、非常にありがたく思っております。御意見は我々の身

に入っていきますし、計画で網羅していきたいと思っております。今日いただきました御

意見をもう一度持って帰りまして、加筆修正、内容充実いたしまして、盛岡先生と相談さ

せていただいてパブコメ（パブリックコメント）に入っていきたいと思っております。 
 次回の審議会の時にはさらに内容の充実した、皆様からよくできたと言っていただける

ようなものをつくれるよう引き続き頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがと

うございました。 
 


